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議案第２４号 

令和４年度川越市一般会計予算 

令和４年度川越市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 116,720,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為 

をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、 

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

5,000,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流 

用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴ 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 令和４年２月１６日提出 

 川越市長 川 合 善 明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 市 税 57,477,597 千円

１ 市 民 税 25,542,690

２ 固 定 資 産 税 23,204,057

３ 軽 自 動 車 税 712,415

４ 市 た ば こ 税 2,120,293

５ 入 湯 税 616

６ 事 業 所 税 1,653,158

７ 都 市 計 画 税 4,244,368

２ 地 方 譲 与 税 853,554

１ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 188,400

２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 628,000

３ 森 林 環 境 譲 与 税 37,154

３ 利 子 割 交 付 金 30,000

１ 利 子 割 交 付 金 30,000

４ 配 当 割 交 付 金 200,000

１ 配 当 割 交 付 金 200,000

５ 株式等譲渡所得割交付金 200,000

１ 株式等譲渡所得割交付金 200,000

６ 法 人 事 業 税 交 付 金 510,000

１ 法 人 事 業 税 交 付 金 510,000

７ 地 方 消 費 税 交 付 金 7,700,000

１ 地 方 消 費 税 交 付 金 7,700,000

８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 52,000

１ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 52,000

９ 環 境 性 能 割 交 付 金 80,000

１ 環 境 性 能 割 交 付 金 80,000

10 地 方 特 例 交 付 金 371,065

１ 地 方 特 例 交 付 金 371,065

11 地 方 交 付 税 2,340,000

金 額

‐2‐



款 項

１ 地 方 交 付 税 2,340,000 千円

12 交通安全対策特別交付金 42,102

１ 交通安全対策特別交付金 42,102

13 分 担 金 及 び 負 担 金 879,533

１ 分 担 金 49

２ 負 担 金 879,484

14 使 用 料 及 び 手 数 料 1,955,790

１ 使 用 料 1,305,579

２ 手 数 料 650,211

15 国 庫 支 出 金 21,019,208

１ 国 庫 負 担 金 18,814,785

２ 国 庫 補 助 金 2,114,657

３ 委 託 金 89,766

16 県 支 出 金 8,472,102

１ 県 負 担 金 6,015,124

２ 県 補 助 金 1,560,862

３ 委 託 金 896,116

17 財 産 収 入 233,832

１ 財 産 運 用 収 入 168,463

２ 財 産 売 払 収 入 65,369

18 寄 附 金 221,979

１ 寄 附 金 221,979

19 繰 入 金 4,220,246

１ 基 金 繰 入 金 4,053,873

２ 他 会 計 繰 入 金 166,373

20 繰 越 金 1,000,000

１ 繰 越 金 1,000,000

21 諸 収 入 3,011,592

１ 延滞金、加算金及び過料 107,800

金 額
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款 項

２ 市 預 金 利 子 59 千円

３ 貸 付 金 元 利 収 入 550

４ 受 託 事 業 収 入 184,217

５ 雑 入 2,718,966

22 市 債 5,849,400

１ 市 債 5,849,400

116,720,000

 （２） 歳　出

款 項

１ 議 会 費 640,083 千円

１ 議 会 費 640,083

２ 総 務 費 11,565,178

１ 総 務 管 理 費 9,455,127

２ 徴 税 費 1,293,467

３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 464,311

４ 選 挙 費 225,548

５ 統 計 調 査 費 34,629

６ 監 査 委 員 費 92,096

３ 民 生 費 54,001,561

１ 社 会 福 祉 費 25,814,710

２ 児 童 福 祉 費 20,205,676

３ 生 活 保 護 費 7,979,151

４ 災 害 救 助 費 2,024

４ 衛 生 費 13,173,806

１ 保 健 衛 生 費 5,385,502

２ 清 掃 費 5,538,304

３ 下 水 道 費 2,250,000

５ 労 働 費 150,814

金 額

歳 入 合 計

金 額
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款 項

１ 労 働 費 150,814 千円

６ 農 林 水 産 業 費 782,008

１ 農 業 費 782,008

７ 商 工 費 946,112

１ 商 工 費 946,112

８ 土 木 費 6,545,798

１ 土 木 管 理 費 626,243

２ 道 路 橋 り ょ う 費 1,868,015

３ 河 川 費 558,143

４ 都 市 計 画 費 3,169,932

５ 住 宅 費 323,465

９ 消 防 費 4,683,841

１ 消 防 費 4,683,841

10 教 育 費 12,730,215

１ 教 育 総 務 費 3,929,370

２ 小 学 校 費 1,296,561

３ 中 学 校 費 833,133

４ 高 等 学 校 費 826,177

５ 特 別 支 援 学 校 費 16,403

６ 社 会 教 育 費 2,528,790

７ 学 校 保 健 費 3,299,781

11 災 害 復 旧 費 2,000

１ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 2,000

12 公 債 費 11,216,707

１ 公 債 費 11,216,707

13 諸 支 出 金 131,877

１ 普 通 財 産 取 得 費 48,722

２ 土 地 開 発 公 社 費 83,155

14 予 備 費 150,000

金 額
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款 項

１ 予 備 費 150,000 千円

116,720,000

金 額

歳 出 合 計
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第２表　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

　広報川越の印刷製本に要する経費（令
和５年度事業分）

令和４年度から
令和５年度まで

　契約に基づき決定する期間中にお
ける広報川越の印刷製本に要する額

　公共用地先行取得費及び公共施設整備
費（令和４年度事業分）

令和４年度以降 　川越市土地開発公社が市の委託に
より行う公共用地の先行取得及びそ
の事業の実施とあわせて行う公共施
設の整備に要する額

　川越市土地開発公社が市の委託により
行う事業にあてるため金融機関から借り
入れる事業資金に対する債務保証（令和
４年度事業分）

令和４年度から
令和９年度まで

　元金736,000千円及びこれに伴う利
子との合計額

　川越市土地開発公社が市の委託により
行う事業にあてるため金融機関から借り
入れる事業資金に対する債務保証（令和
４年度に借入期限満了となる平成29年度
借入分）

同 上 　元金1,346,600千円及びこれに伴う
利子との合計額

　戸籍情報システム機器等設置業務委託 令和４年度から
令和５年度まで

　3,294千円

　市議会議員選挙投票所入場整理券等作
成業務委託

同 上 　4,288千円

　市議会議員選挙労働者派遣業務 同 上 　5,425千円

　市議会議員選挙公営ポスター掲示場設
置・管理・撤去業務委託

同 上 　13,405千円

　市議会議員選挙期日前投票所駐車場等
整理業務委託

同 上 　110千円

　市議会議員選挙当日投票所駐車場等整
理業務委託

同 上 　770千円

　市議会議員選挙投票資材搬入搬出（回
収）業務委託

同 上 　1,465千円

　県議会議員選挙労働者派遣業務 同 上 　6,229千円

　県議会議員選挙公営ポスター掲示場設
置・管理・撤去業務委託

同 上 　5,485千円

　県議会議員選挙期日前投票所駐車場等
整理業務委託

同 上 　275千円

　県議会議員選挙当日投票所駐車場等整
理業務委託

同 上 　770千円

　県議会議員選挙投票資材搬入搬出（回
収）業務委託

同 上 　1,465千円
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事 項 期 間 限 度 額

　統一地方選挙啓発用立看板設置・管理
・撤去業務

令和４年度から
令和５年度まで

　343千円

　統一地方選挙市役所庁舎玄関前立看板
設置・管理・撤去業務

同 上 　214千円

　統一地方選挙投票管理システム用パソ
コンの賃貸借

同 上 　6,385千円

　川越市生活困窮者学習・生活支援事業
業務委託（令和５年度事業分）

同 上 　9,216千円

　川越市ひとり親家庭等学習支援事業業
務委託（令和５年度事業分）

同 上 　13,824千円

　川越市多子世帯応援クーポン事業業務
委託（令和４年度発行分）

令和５年度 　7,584千円

　川越市斎場予約受付管理、表示運営支
援システム運用・保守業務委託

令和５年度から
令和９年度まで

　15,531千円

　ごみ処理施設で使用する薬品購入に要
する経費（令和５年度事業分）

令和４年度から
令和５年度まで

　契約に基づき決定した期間中にお
けるごみ処理施設で使用する薬品購
入に要する額

　川越市環境衛生センター（汚泥再生処
理センター）整備に係るアドバイザリー
業務委託

令和５年度 　44,803千円

　川越市農業ふれあいセンター施設管理
業務委託

令和５年度から
令和７年度まで

　210,972千円

　川越市中小企業融資による県信用保証
協会が行う代位弁済に対する損失補償
（令和４年度融資分）

令和４年度以降 　県信用保証協会が行う保証債務額
のうち川越市が負担すべき額及び利
子

　川越市中小企業融資に係る利子補給金
（令和４年度融資分）

同 上 　融資取扱金融機関との契約に基づ
く利子補給額

　準用河川久保川改修工事（岸町３丁
目）

令和５年度 　84,780千円

　準用河川久保川改修工事（第６１３号
橋）（中台３丁目）

同 上 　60,000千円

‐8‐



起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

本庁舎等改修事業費 856,700 

普 通 貸 借 

又 は 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

地 域 ふ れ あ い 

センター改修事業費

22,800 同 上 同 上 同  上 

文 化 施 設 設 備 

整 備 事 業 費 

4,500 同 上 同 上 同  上 

美 術 館 改 修 

整 備 事 業 費 

11,200 同 上 同 上 同  上 

総 合 体 育 館 設 備 

改 修 事 業 費 

41,800 同 上 同 上 同  上 

民間社会福祉施設 

整 備 事 業 費 

251,200 同 上 同 上 同  上 

み よ し の 支 援

セ ン タ ー 施 設

改 修 事 業 費 
12,100 同 上 同 上 同  上 

第３表 地方債

千 円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

旧 東 後 楽 会 館 
 

解 体 事 業 費 
4,400 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

民 間 保 育 施 設 

 

整 備 事 業 費 

11,700 同 上 同   上  同       上 

公 立 保 育 施 設 

 

整 備 事 業 費 

24,700 同 上 同   上 同       上 

市民聖苑やすらぎの 

 

さと設備整備事業費 

9,700 同 上 同   上 同       上 

清 掃 運 搬 施 設 

 

整 備 事 業 費 

9,900 同 上 同   上 同       上 

小畔の里クリーン 

 

センター改修事業費 

4,400 同 上 同   上 同       上 

雨水建設改良事業費 150,000 同 上 同   上 同       上 

土 地 改 良 事 業 費 38,900 同 上 同   上 同       上 

千 円 
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

農 業 ふ れ あ い 

セ ン タ ー 改 修

整 備 事 業 費

31,900 

普 通 貸 借 

又 は 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

小 仙 波 庁 舎 施 設 

設 備 整 備 事 業 費 

18,700 同 上 同 上 同  上 

道路環境整備事業費 120,900 同 上 同 上 同  上 

道路新設改良事業費 221,300 同 上 同 上 同  上 

橋 り ょ う 新 設 

改 良 事 業 費 

109,000 同 上 同 上 同  上 

河 川 整 備 事 業 費 382,100 同 上 同 上 同  上 

南古谷駅周辺地区 

整 備 事 業 費 

38,900 同 上 同 上 同  上 

川越駅西口都市基盤 

整 備 事 業 費 

22,800 同 上 同 上 同  上 

千 円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

新河岸駅周辺地区 

 

整 備 事 業 費 

5,800 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

街 路 事 業 費 106,300 同 上 同   上 同       上 

公 園 整 備 事 業 費 212,400 同 上 同   上 同       上 

旧 川 越 織 物 市 場 

 

整 備 事 業 費 

252,900 同 上 同   上 同       上 

公営住宅改修事業費 52,900 同 上 同   上 同       上 

防災設備改修事業費 6,100 同 上 同   上 同       上 

教育センター施設 

 

整 備 事 業 費 

13,500 同 上 同   上 同       上 

認定こども園施設 

 

整 備 事 業 費 

55,500 同 上 同   上 同       上 

小 学 校 施 設 

 

整 備 事 業 費 

119,500 同 上 同   上 同       上 
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

小 学 校 大 規 模 

改 造 事 業 費 

3,600 

普 通 貸 借 

又 は 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

中 学 校 施 設 

整 備 事 業 費 

46,900 同 上 同 上 同  上 

中 学 校 大 規 模 

改 造 事 業 費 

7,200 同 上 同 上 同  上 

高 等 学 校 改 修 

整 備 事 業 費 

85,200 同 上 同 上 同  上 

学 童 保 育 室 

整 備 事 業 費 

16,000 同 上 同 上 同  上 

博 物 館 等 改 修 

整 備 事 業 費 

9,400 同 上 同 上 同  上 

公 民 館 改 修 

整 備 事 業 費 

18,300 同 上 同 上 同  上 
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

図 書 館 改 修 

 

整 備 事 業 費 

29,300 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

学校給食センター 

 

施 設 整 備 事 業 費 

9,000 同 上 同   上 同       上 

臨 時 財 政 対 策 債 2,400,000 同 上 

5 . 0 ％ 以 内 

 

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率の見直し

を行った後におい

ては、当該見直し

後の利率） 

同       上 
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議案第２５号 

令和４年度川越市国民健康保険事業特別会計予算 

令和４年度川越市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,794,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入 

金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流 

用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴ 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

⑵ 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用 

 令和４年２月１６日提出 

 川越市長 川 合 善 明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 国 民 健 康 保 険 税 6,741,311 千円

１ 国 民 健 康 保 険 税 6,741,311

２ 国 庫 支 出 金 1

１ 国 庫 補 助 金 1

３ 県 支 出 金 23,561,247

１ 県 補 助 金 23,561,247

４ 繰 入 金 2,986,510

１ 他 会 計 繰 入 金 2,986,510

５ 繰 越 金 350,000

１ 繰 越 金 350,000

６ 諸 収 入 154,931

１ 延滞金、加算金及び過料 108,030

２ 市 預 金 利 子 24

３ 貸 付 金 元 金 収 入 672

４ 雑 入 46,205

33,794,000

 （２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 464,169 千円

１ 総 務 管 理 費 280,212

２ 徴 税 費 181,726

３ 運 営 協 議 会 費 871

４ 趣 旨 普 及 費 1,360

２ 保 険 給 付 費 23,380,189

１ 療 養 諸 費 20,091,912

２ 高 額 療 養 費 3,173,261

３ 移 送 費 101

４ 出 産 育 児 諸 費 88,665

金 額

歳 入 合 計

金 額
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款 項

５ 葬 祭 諸 費 25,050 千円

６ 傷 病 手 当 諸 費 1,200

３ 国民健康保険事業費納付金 9,402,602

１ 医 療 給 付 費 分 6,374,175

２ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 2,137,683

３ 介 護 納 付 金 分 890,744

４ 共 同 事 業 拠 出 金 7

１ 共 同 事 業 拠 出 金 7

５ 保 健 事 業 費 436,751

１ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 376,080

２ 保 健 事 業 費 60,671

６ 公 債 費 1

１ 公 債 費 1

７ 諸 支 出 金 60,281

１ 償還金利子及び還付加算金 59,944

２ 延 滞 金 1

３ 貸 付 金 336

８ 予 備 費 50,000

１ 予 備 費 50,000

33,794,000

金 額

歳 出 合 計
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議案第２６号 

 

   令和４年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 令和４年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,315,100千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令和４年２月１６日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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第１表　歳入歳出予算

（１） 歳　入

款 項

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 4,388,868 千円

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 4,388,868

２ 繰 入 金 909,128

１ 一 般 会 計 繰 入 金 909,128

３ 繰 越 金 10,000

１ 繰 越 金 10,000

４ 諸 収 入 7,104

１ 延滞金、加算金及び過料 1,001

２ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 6,100

３ 預 金 利 子 3

5,315,100

（２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 144,181 千円

１ 総 務 管 理 費 130,066

２ 徴 収 費 14,115

２ 広 域 連 合 納 付 金 5,161,819

１ 広 域 連 合 納 付 金 5,161,819

３ 諸 支 出 金 6,100

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 6,100

４ 予 備 費 3,000

１ 予 備 費 3,000

5,315,100

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計

‐19‐



議案第２７号 

 

   令和４年度川越市歯科診療事業特別会計予算 

 

 令和４年度川越市歯科診療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ78,500千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 

令和４年２月１６日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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第１表　歳入歳出予算

（１） 歳　入

款 項

１ 診 療 収 入 31,262 千円

１ 外 来 収 入 31,262

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 124

１ 使 用 料 104

２ 手 数 料 20

３ 繰 入 金 38,984

１ 他 会 計 繰 入 金 38,984

４ 繰 越 金 7,400

１ 繰 越 金 7,400

５ 諸 収 入 730

１ 市 預 金 利 子 1

２ 雑 入 729

78,500

（２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 66,447 千円

１ 施 設 管 理 費 66,447

２ 医 業 費 9,052

１ 医 業 費 9,052

３ 諸 支 出 金 1

１ 償 還 金 1

４ 予 備 費 3,000

１ 予 備 費 3,000

78,500

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第２８号 

 

   令和４年度川越市介護保険事業特別会計予算 

 

 令和４年度川越市介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,141,800千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出 

予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴ 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ 

らの経費の各項の間の流用 

 

   令和４年２月１６日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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第１表　歳入歳出予算

（１） 歳　入

款 項

１ 保 険 料 5,888,894 千円

１ 介 護 保 険 料 5,888,894

２ 国 庫 支 出 金 4,741,914

１ 国 庫 負 担 金 4,319,763

２ 国 庫 補 助 金 422,151

３ 支 払 基 金 交 付 金 6,661,827

１ 支 払 基 金 交 付 金 6,661,827

４ 県 支 出 金 3,574,801

１ 県 負 担 金 3,477,307

２ 県 補 助 金 97,494

５ 財 産 収 入 3,417

１ 財 産 運 用 収 入 3,417

６ 繰 入 金 4,180,933

１ 一 般 会 計 繰 入 金 3,513,933

２ 基 金 繰 入 金 667,000

７ 繰 越 金 90,000

１ 繰 越 金 90,000

８ 諸 収 入 14

１ 延滞金、加算金及び過料 1

２ 預 金 利 子 9

３ 雑 入 4

25,141,800

（２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 257,895 千円

１ 総 務 管 理 費 26,298

２ 徴 収 費 24,278

３ 介 護 認 定 審 査 会 費 206,439

金 額

歳 入 合 計

金 額
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款 項

４ 趣 旨 普 及 費 880 千円

２ 保 険 給 付 費 23,990,993

１ 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 22,321,423

２ 介護予防サービス等諸費 514,067

３ そ の 他 諸 費 15,954

４ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 568,967

５ 高 額 医 療 合 算 介 護 90,000

サ ー ビ ス 等 費

６ 特 定 入 所 者 480,582

介 護 サ ー ビ ス 等 費

３ 地 域 支 援 事 業 費 742,172

１ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 69,984

任 意 事 業 費

２ 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 633,360

サ ー ビ ス 事 業 費

３ 一 般 介 護 予 防 事 業 費 37,115

４ そ の 他 諸 費 1,713

４ 基 金 積 立 金 3,417

１ 基 金 積 立 金 3,417

５ 諸 支 出 金 117,323

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 6,050

２ 繰 出 金 111,273

６ 予 備 費 30,000

１ 予 備 費 30,000

25,141,800

金 額

歳 出 合 計
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議案第２９号 

令和４年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

令和４年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ75,700千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 令和４年２月１６日提出 

 川越市長 川 合 善 明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 繰 入 金 493 千円

１ 他 会 計 繰 入 金 493

２ 繰 越 金 6,709

１ 繰 越 金 6,709

３ 諸 収 入 68,498

１ 市 預 金 利 子 1

２ 貸 付 金 元 利 収 入 68,330

３ 雑 入 167

75,700

 （２） 歳　出

款 項

１ 母 子 父 子 寡 婦 75,700 千円

福 祉 資 金 貸 付 費

１ 総 務 費 75,700

75,700

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第３０号 

令和４年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算 

令和４年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 112,800千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 令和４年２月１６日提出 

 川越市長 川 合 善 明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 使 用 料 106,963 千円

１ 使 用 料 106,963

２ 繰 越 金 5,000

１ 繰 越 金 5,000

３ 諸 収 入 837

１ 市 預 金 利 子 1

２ 雑 入 836

112,800

 （２） 歳　出

款 項

１ 事 業 費 110,658 千円

１ 事 業 費 110,658

２ 公 債 費 1,142

１ 公 債 費 1,142

３ 予 備 費 1,000

１ 予 備 費 1,000

112,800

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第３１号 

令和４年度川越市農業集落排水事業特別会計予算 

令和４年度川越市農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 224,800千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担すること 

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、 

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

令和４年２月１６日提出 

 川越市長 川 合 善 明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 178 千円

１ 分 担 金 178

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 23,161

１ 使 用 料 23,161

３ 繰 入 金 166,458

１ 他 会 計 繰 入 金 166,458

４ 繰 越 金 13,000

１ 繰 越 金 13,000

５ 諸 収 入 3

１ 市 預 金 利 子 1

２ 延 滞 金 1

３ 雑 入 1

６ 市 債 22,000

１ 市 債 22,000

224,800

 （２） 歳　出

款 項

１ 農 業 集 落 排 水 総 務 費 137,133 千円

１ 総 務 管 理 費 137,133

２ 公 債 費 67,667

１ 公 債 費 67,667

３ 予 備 費 20,000

１ 予 備 費 20,000

224,800

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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第２表　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

　川越市農業集落排水事業企業会計シス
テム導入業務委託

令和４年度から
令和５年度まで

　16,000千円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

農業集落排水事業費 22,000 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

 

第３表 地方債 

千 円 

‐32‐



議案第３２号 

令和４年度川越市水道事業会計予算 

（総 則） 

第１条 令和４年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給水戸数（月平均） １６３，７００戸 

 （２）年間総配水量  ３９，７４１，２００㎥ 

（３）一日平均配水量 １０８，８８０㎥ 

（４）主要な建設改良事業の概要 

配水管新設、改良等 事業費 ３，４２８，８２５千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収 入 

 第１款 水道事業収益  ６，９３４，９６９千円 

第１項 営業収益  ６，４６９，４２３千円 

第２項 営業外収益   ４６５，５３１千円 

第３項 特別利益 １５千円 

支 出 

 第１款 水道事業費用  ６，４１３，３８３千円 

  第１項 営業費用  ６，３０４，０８１千円 

第２項 営業外費用 ９９，００９千円 

第３項 特別損失 ５，２９３千円 

  第４項 予備費  ５，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額３，１８７，６０４千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額２２３，１４４千円、減債積立金２００，０００千円、建設改良積立金１００，０００
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千円、過年度分損益勘定留保資金２，０２１，０５４千円及び当年度分損益勘定留保資金 

６４３，４０６千円で補填するものとする。）。 

収      入 

 第１款 資本的収入  １，１００，３５１千円 

第１項 企業債  ６００，０００千円 

第２項 他会計負担金  ４３，１８３千円 

 第３項 工事負担金  ３６７，７９７千円 

 第４項 水道施設加入金  ８９，３７０千円 

第５項 固定資産売却代金 １千円 

支 出 

 第１款 資本的支出  ４，２８７，９５５千円 

第１項 建設改良費  ３，５７５，３４７千円 

第２項 企業債償還金   ７０７，６０８千円 

第３項 予備費 ５，０００千円 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年割額 

千円 千円 

１資本的 

支 出 

１建 設 

改良費 

仙波町四丁目添架管

改良事業 

２５，３００ 令和４年度 

令和５年度 

１３，６４０

１１，６６０

大字笠幡添架管改良

事業 

１６７，９７０ 令和４年度 

令和５年度 

１０２，０００

６５，９７０
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（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事 項 期 間 限  度  額 

川越市上下水道局営業業務委託 
令和４年度から 

令和１０年度まで 

契約に基づき決定し

た契約期間中における

委託業務の執行に要す

る額 

川越市上下水道施設管理システム構築

及び運用業務委託 

令和５年度から 

令和９年度まで 
１５０，７００千円 

（企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

配水管更新

事業費 

千円 

６００，０００ 普通貸借 年５．０％

以内 

 政府資金又は地方公共団体

金融機構については、その融

資条件による。銀行その他の

場合にはその債権者と協定す

るものとする。 

 ただし、企業財政その他の

都合により繰上償還又は低利

に借換えることができる。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）営業費用と営業外費用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の
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金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費

の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費      ６１５，５３５千円 

 （２）交 際 費           ４３千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、３０，４１７千円と定める。 

 

  令和４年２月１６日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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議案第３３号 

令和４年度川越市公共下水道事業会計予算 

（総 則） 

第１条 令和４年度公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）水洗便所設置戸数 １４４，５００戸 

 （２）年間処理水量  ５０，２００，０００㎥ 

（３）一日平均処理水量 １３７，５３４㎥ 

 （４）主要な建設改良事業の概要 

公共下水道施設整備 事業費 １，０７７，１１３千円 

公共下水道施設改良 事業費   ９３６，１６６千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収 入 

 第１款 下水道事業収益  ６，３３１，３５７千円 

第１項 営業収益  ４，６３４，０３６千円 

第２項 営業外収益  １，６７７，５３５千円 

第３項 特別利益 １９，７８６千円 

支 出 

 第１款 下水道事業費用  ６，１３４，９３７千円 

  第１項 営業費用  ５，８３８，５５３千円 

第２項 営業外費用  ２６７，１５２千円 

第３項 特別損失 ２４，２３２千円 

第４項 予備費 ５，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額２，７３７，８１６千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調
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整額１７２，７５２千円及び過年度分損益勘定留保資金２，５６５，０６４千円で補填する

ものとする。）。 

         収      入 

 第１款 資本的収入            ８７１，８６２千円 

  第１項 企業債             ５００，０００千円 

  第２項 国庫補助金            ６０，０００千円 

  第３項 工事負担金               ６０８千円 

  第４項 受益者負担金           ３７，５００千円 

  第５項 分担金               ９，３００千円 

  第６項 他会計負担金           ７５，９２９千円 

  第７項 他会計補助金          １８８，５２１千円 

  第８項 固定資産売却代金              ４千円 

         支      出 

 第１款 資本的支出          ３，６０９，６７８千円 

  第１項 建設改良費         ２，４７２，６２５千円 

  第２項 企業債償還金        １，１３２，０５３千円 

  第３項 予備費               ５，０００千円 

 （継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年割額 

   千円  千円 

１資本的 

支 出 

１建 設 

改良費 

藤原町雨水貯留施設

築造事業 

２６０，０００ 令和４年度 

令和５年度 

１５０，０００ 

１１０，０００ 

的場北一丁目下水道

管路施設布設替事業 

１９８，０００ 令和４年度 

令和５年度 

１１８，８００ 

７９，２００ 

岸町一丁目下水道管

路施設更生事業 

３３６，６００ 令和４年度 

令和５年度 

１５０，０００ 

１８６，６００ 
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（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事 項 期 間 限  度  額 

川越市水洗便所改造資金融資あつせん

条例による損失補償（令和４年度融資

分） 

令和４年度以降 

回収されない元本及

び納付すべき利子の合

計額 

（企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

下水道建設

改良事業費 

千円 

５００，０００ 普通貸借 年５．０％

以内 

 政府資金又は地方公共団体

金融機構については、その融

資条件による。銀行その他の

場合にはその債権者と協定す

るものとする。 

 ただし、企業財政その他の

都合により繰上償還又は低利

に借換えることができる。 

 （一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、７００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）営業費用と営業外費用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第１０条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費

の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経

費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 
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（１）職員給与費      ５３３，２７８千円 

 （２）交 際 費           ４３千円 

（他会計からの補助金） 

第１１条 下水道事業費用及び資本的支出に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、２２４，３３７千円である。 

令和４年２月１６日提出 

 川越市長 川 合 善 明
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